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Ⅰ　補正予算（農林水産局分）

　１　一般会計歳出予算 （単位：千円）

現 計 予 算 額 １２月補正予算額 補 正 後 予 算 額

31,240,993 898,617 32,139,610

農 業 費 8,467,012 138,107 8,605,119

畜 産 業 費 3,115,175 45,543 3,160,718

水 産 業 費 1,012,450 2,956 1,015,406

農 地 費 8,008,540 8,233 8,016,773

林 業 費 10,637,816 703,778 11,341,594

5,659,128 0 5,659,128

36,900,121 898,617 37,798,738

19,274,149 205,617 19,479,766

11,966,844 693,000 12,659,844

補 助 公 共 事 業 10,156,509 693,000 10,849,509

国直轄事業負担金 330,000 0 330,000

単 独 公 共 事 業 1,480,335 0 1,480,335

5,659,128 0 5,659,128

36,900,121 898,617 37,798,738

　２　一般会計歳入予算 （単位：千円）

現 計 予 算 額 １２月補正予算額 補 正 後 予 算 額

1,345,328 0 1,345,328

111,052 0 111,052

17,801,586 522,126 18,323,712

38,963 0 38,963

1,461,552 0 1,461,552

1,602,099 0 1,602,099

4,158,400 330,000 4,488,400

10,381,141 46,491 10,427,632

36,900,121 898,617 37,798,738

　３　特別会計予算 （単位：千円）

現 計 予 算 額 １２月補正予算額 補 正 後 予 算 額

7,830 0 7,830

676,753 207 676,960

684,583 207 684,790

県 営 林 事 業 費

合 計

災 害 復 旧 費

繰 入 金

諸 収 入

県 債

（ 一 般 財 源 ）

合 計

会 計 名

区 分

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

内

訳

一 般 事 業 費

一 般 公 共 事 業 費

合 計

農 水 産 振 興 資 金

区 分

款

項

別

農 林 水 産 業 費

災 害 復 旧 費

合 計
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　４　繰越明許費

（単位：千円）

項 金　額

農 地 費 84,000

林 業 費 693,000

― 777,000

Ⅱ　補正予算の内容

　１　物価高騰対策 １５９,１２６千円

　（１）物価高騰による影響の緩和

（単位：千円）

補正予算額

118,626

40,500

159,126

　２　その他

　（１）公共事業 ６９３,０００千円

（単位：千円）

補正予算額

693,000

　（２）職員給与費 ４６,６９８千円

　 　ア　一般事業費

　 給与改定に伴う補正 46,491千円

　　 イ　県営林事業費特別会計

　 給与改定に伴う補正 207千円

治山激甚災害対策
特 別 緊 急 事 業 費

学校給食用牛乳価格
調整緊急対策事業

肥 料 価 格 高 騰
緊 急 対 策 事 業

区　　　分

合　　計

区　　　分

平成30年７月豪雨災害による山腹崩壊等の発生箇所におけ
る治山施設の整備

事　　　業　　　内　　　容

学校給食用牛乳向けの生乳の生産を行う酪農経営体に対
し，生産コスト上昇分の一部を支援

肥料価格の高騰による農業経営体への影響を緩和するた
め，肥料の購入金額の一部を支援

事　　　業　　　内　　　容

―

治山激甚災害対策特別緊急事業費

か ん が い 排 水 事 業 費

事　　　業　　　名

合　　計

款

農 林 水 産 業 費
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Ⅲ　公共事業費の概要
（単位：千円）

現 計 予 算 額 １２月補正予算額 補 正 後 予 算 額

10,156,509 693,000 10,849,509

5,279,414 0 5,279,414

224,354 0 224,354

3,028,732 693,000 3,721,732

999,969 0 999,969

624,040 0 624,040

330,000 0 330,000

1,480,335 0 1,480,335

1,052,250 0 1,052,250

農 業 農 村 整 備 606,408 0 606,408

漁 場 3,000 0 3,000

治 山 325,020 0 325,020

林 道 45,705 0 45,705

そ の 他
72,117 0 72,117

428,085 0 428,085

農 林 整 備 総 合
維 持 修 繕

35,000 0 35,000

海 岸 保 全 施 設 等
維 持 補 修

137,651 0 137,651

治山施設機能強化 255,434 0 255,434

11,966,844 693,000 12,659,844

5,659,128 0 5,659,128

17,625,972 693,000 18,318,972

林 道

区　　　　　　分

補 助 公 共 事 業

農 業 農 村 整 備

漁 場

治 山

災 害 復 旧 費

合 計

造 林

国 直 轄 事 業 負 担 金

単 独 公 共 事 業

単 独 建 設

維 持 修 繕

計
（ 災 害 復 旧 費 を 除 く ）

（緑化センター長寿命化対策事業等）
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Ⅳ　予算以外の議案

Ⅴ　専決処分報告

　１　損害賠償額の決定について　【５００万円以下の損害賠償額の決定】

　１　損害賠償の額を定めることについて

　世羅町内で停電が発生した際，県管理施設である三川ダムの小水力発電施設が自動停
止せず，通常よりも周波数の高い電流が三川ダム周辺地区に流れたことにより，世羅町
が所有する防災行政無線機器等の故障が発生したことに伴う損害賠償の額を定めるもの
（損害賠償額：２７,９１３,４１０円）

　前項の事案の発生により，当該施設周辺の住民が所有する電気機器等の故障が発生し
たことに伴う損害賠償の額を決定したもの（２５件）
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